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D-582 スリットM（前・後眼部）後生体染色使用再検査（再診時）の算定に

ついて 

 

《令和 8 年 3 月 5 日新規》  

 

○ 取扱い 

 再診時の次の傷病名に対する D257 細隙灯顕微鏡検査（前眼部及び後

眼部）後生体染色使用再検査の算定は、原則として認められない。 

 ⑴ 屈折異常 

 ⑵ 前眼部疾患（結膜炎含む。） 

 

○ 取扱いの根拠 

 細隙灯顕微鏡検査（前眼部及び後眼部）は、スリット状の細隙光を眼球

にあて顕微鏡で立体的に組織断面を観察する検査で、前眼部（角膜から水

晶体前面まで）と、散瞳して特殊レンズを併用することにより、後眼部（水

晶体裏面から網膜まで）を観察することができるものである。また、細隙

灯顕微鏡検査後生体染色使用再検査（以下「スリット M 後生体染色使用

再検査」という。）は、眼科検査用試験紙（フルオレセイン）で角膜や結膜

の表面を染色して上皮欠損の範囲や形状を検査するものであり、再診時に

屈折異常及び前眼部疾患（結膜炎含む。）の経過を観察する場合にあって

は、前眼部・後眼部双方のスリット M 後生体染色使用再検査を実施する

有用性は低いと考えられる。 

 以上のことから、再診時の屈折異常、前眼部疾患（結膜炎含む。）に対す

る D257 細隙灯顕微鏡検査（前眼部及び後眼部）後生体染色使用再検査の

算定は、原則として認められないと判断した。 

 


